様式第１号（第４条関係）
年　　　月　　　日

鳥取県ＬＥＤ照明器具への買換え応援補助事業事務局　様

[bookmark: _Hlk219642256]鳥取県ＬＥＤ照明器具への買換え応援補助事業販売店登録・変更申請書
　鳥取県ＬＥＤ照明器具への買換え応援事業補助金実施要領第４条第１項の規定により、以下のとおり販売店の登録申請を行います。登録申請を行った販売店は、販売店登録規約に同意したものとします。

１　登録販売店情報について
	販売店名（支店名）
	


	販売店代表者名
	


	住所（販売店所在地）
	〒


	ホームページＵＲＬ
	


	担
当
者
	部署・氏名
	


	
	電話番号・FAX
	


	
	メールアドレス
	




２　登録口座（補助金の振込先口座の登録）について（該当に〇をしてください）
	登録口座
	金　融　機　関　名
	支　店　名

	
	
	銀　　行
信用金庫
信用組合
農　　協
	金融機関コード（数字４桁）
	
	本　店
支　店
出張所
	支店コード
(数字３桁)

	
	種別
	口座番号（下欄に右づめで数字を記入すること）

	
	1． 普通
2． 当座
3． 貯蓄　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	口座
名義人名カナ
	


【添付書類】
・口座情報が確認できる資料（登録口座情報が全て網羅されているもの）


販売店登録規約
「鳥取県ＬＥＤ照明器具への買換え応援補助事業」（以下「本事業」という。）は、鳥取県ＬＥＤ照明器具への買換え応援事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に基づき、鳥取県内に所在する住宅に設置されている照明器具を省エネ性能の高い対象のＬＥＤ照明器具への買換えを支援する事業です。本事業は、対象者（購入する県民世帯）が登録販売店から対象製品を購入し買換えを行う場合を対象とします。登録販売店は、鳥取県ＬＥＤ照明器具への買換え応援事業補助金（以下「補助金」という。）を利用し、製品額から相当額の値引きを行い、対象者と共同で、事務局（本事業の事務運営を行う事業者をいう。以下同じ。）に申請を行います。事務局は、提出された申請書類を審査の上、適正と認められる場合には、当該登録販売店に対し、補助金を交付します。
本規約は、これらを行う登録販売店の登録に係る事項を定めることを目的とします。


第１条　登録販売店
１　登録販売店とは、次条に定める共同申請者と共同で、補助金の交付を申請する販売店として本規約に基づき事前に事務局に登録された者をいう。ただし、当該登録は事務局等（事務局及び鳥取県をいう。以下同じ。）が登録販売店として登録された販売店に対して何らその優良性を認定したものではないこと。
２　本規約に基づき、登録販売店として登録され、補助金の交付申請（以下「交付申請」という。）を行うため、公的資金の助成先として社会通念上適切であると認められる者でなければならない。登録後に要件を満たさなくなった場合には、当該登録販売店は、直ちに事務局にその旨を通知しなければならない。事務局は、当該通知を受けた場合は、速やかにその登録を停止するものとする。
３前項の規定に関わらず、参加要件の適否に該当しない変更が発生した場合は、当該登録販売店は直ちに事務局へ変更の内容の通知を行わなければならない。

第２条　共同申請者
共同申請者とは、県内住居に居住する者であって現に住宅に設置されている照明器具を別に定める期間内に対象製品等に買換える世帯をいう。

第３条　登録販売店の義務
　登録販売店は、以下に掲げる事項全てについてその責任と義務があること。
（１）事務局が作成する要領等（本規約を含む。）並びに事務局等が行った告知・発表等（以下「マニュアル等」という。）に定める事項を厳守すること。
（２）共同申請者を含む消費者等に対して、本事業について正しい説明を行うこと。
（３）補助金の申請手続きを遅滞なく、また適正に実施すること。また、当該手続きに関する共同申請者からの問合せに誠実に対応すること。
（４）事務局から給付される予定の補助金相当額分を、共同申請者に販売する製品価格（税抜き価格）から値引きすること。
（５）事務局等が、本事業の適正かつ円滑な運営のために行う調査（登録販売店への立入りや及び書面等の確認を含む。）に協力すること。
（６）事務局等が、本事業の効果検証のために行う事業（アンケート等を想定）に協力すること。
（７）事務局等が実施する普及啓発に係る事業に協力すること。

第４条　補助金申請の手続き
　補助金事業の申請に係る手続は次の手順を原則とする。　
（１）本事業の補助金申請は、登録販売店と共同申請者が「共同事業実施規約」を締結し、登録販売店は両者を代表して原則、事務局が提供する申請用のWebシステムにより遅滞なく交付申請等を行う。
（２）事務局は、提出された交付申請等書類に不備等が有る場合は、通知又は電話により登録販売店に確認を行う。

第５条　本事業の留意点
登録販売店は、本事業の補助金申請にあたり以下の留意すること。
（１）本事業の予算には限りがあり、交付申請は予算上限に達した段階で受付を終了すること。
（２）交付申請は先着順に受け付けるものとし、受け付けた申請に係る補助金相当額分に応じて交付する金額の合計が予算の範囲を超えた日（以下「予算超過日」という。）をもって受付を停止する。また予算超過日に複数の申請があった場合は、当該複数の申請について抽選を行い、予算を超えない範囲で申請を受付ける。
（３）本事業の補助金相当額は、予算上限等により、交付申請等を行った額から減額されることがあること。

第６条　従業員等への周知
登録販売店は従業員等（従業員及び本事業に関する業務を委託する場合は当該委託事業者を含む。以下同じ。）に対し、登録販売店の義務、留意点、禁止事項等について、周知と教育を徹底すること。

第７条　禁止事項
登録販売店（登録販売店になろうとする者を含む。）及びその従業員等は、以下に掲げる行為を行ってはならない。
（１）不正、虚偽により登録販売店の登録を受け、又は登録を申請すること。
（２）自らの不正、虚偽により、又は共同申請者の不正、虚偽を知りながら補助金の交付を受け、もしくは交付申請等をすること。
（３）県及び国等から同種の補助金等の交付を受けること。
（４）県民等に対して、本事業の制度及び事務局等の名称、商標又は呼称等を用いて、登録販売店が取り扱う製品の優良性又は有利性を誤認させるおそれのある言動、表示及び広告をすること。
（５）事務局等に対する債権を、第三者に譲渡し、若しくは移転し又は担保に供すること。
（６）事務局等に対する一切の権利及び義務並びに本規約に基づき同意した事務局との関係における登録販売店としての地位を事務局の同意なしに第三者に対して譲渡し、若しくは移転し又は担保に供すること。
（７）事務局等及び消費者等を誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を傷つける言動をすること。
（８）その他、事務局等が本事業の趣旨に反すると判断する行為、及び事務局等との信頼関係を損なう一切の行為。

第８条　不適切な行為に対する処分
事務局等は、登録販売店が偽りその他不正の行為により本事業の手続きを行い、若


しくは本事業その他法令の規定に違反する行為を行った場合には、当該登録販売店に対し、次の措置を講じることができる。この場合において、登録販売店から業務を受託した者が不正手続きを行ったときは、当該登録販売店（委託者）が当該業務を受託した者と共に不正手続き等を行ったものとみなす。
なお、第１条第２項の販売店登録の停止を受けた場合、登録停止期間中に本事業による値引き販売、交付申請等を行うことができない。
また、事務局等が行う現地調査等に協力しなかった場合も、第１条第２項の措置を講じることがある。
（１）登録販売店としての地位の全部又は一部の停止。
（２）申請の無効化（すでに交付した場合にあっては補助金の全額又は一部の無効化、当該補助金相当額の金銭の返還請求）。
（３）不適切な行為が行われた事実、事務局等による登録販売店に対する処分及び登録販売店の名称を公表すること。

第９条　補助金の返還
１　事務局は、前条の措置と併せて補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
２　前項による返還命令を受けた登録販売店は、速やかに補助金の全額又は一部を事務局に返還すること。なお、登録販売店から値引きを受けた共同申請者が、当該値引き分を登録販売店に返還することを妨げるものではない。

第10条　本規約の変更等
事務局が本規約を変更するときは、本事業のホームページにより、本規約の変更をする旨、変更内容及び変更の効力発生時期を通知する。ただし、上記にかかわらず、当該変更が登録販売店一般の利益に適合する場合、又は緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知することができるものとし、変更後の本規約については、事務局が定めた時期から、効力を生じるものとする。

第11条　免責
１　事務局等は、本事業に関して登録販売店（登録販売店になろうとする者を含む。以下、本条において同じ。）に生じたあらゆる損失等について、一切の責任及び義務を負わない。ただし、事務局等の故意又は重過失によるものである場合には、事務局等は、登録販売店に直接かつ現実に生じた損害のみ、責任を負うものとする。
２　事務局等は本事業に関し、登録販売店と、共同申請者及び第三者との間に生じた紛争やあらゆる損失等について、一切の責任及び義務を負わない。

第12条　事務局による個人情報の利用
１　本事業において事務局が取得した個人情報の利用、保存及び管理には、鳥取県の個人情報取扱規定を準用する。
２　登録販売店は、共同申請者が事務局に提供する共同申請者の個人情報の利用、保存及び管理については、前項による旨の同意を共同申請者から得ること。

第13条　秘密保持義務及び個人情報保護義務
１　登録販売店（登録販売店になろうとする者を含む。以下本条において同じ。）は、本事業に関連して、事務局等から開示される技術上及び営業上の情報（以下「秘密情報」という。）、第三者に漏洩、開示又は公表してはならない。ただし、事務局の書面による事前の同意を得た場合はこの限りではない。
２　登録販売店は、本事業上の義務を利用する目的に限り、秘密情報を複製、加工及び利用することができる。
３　登録販売店は、事務局から指示を受けた場合、当該指示に従い速やかに、秘密情報（秘密情報を複製及び加工したものを含む。）を返却、廃棄又は消去するものとし、当該返却、廃棄又は消去に要する費用は、登録販売店が負担する。
４　登録販売店は、秘密情報及び個人情報の安全な管理のために、組織的、人的、物理的及び技術的な安全措置を講じなければならない。
５　事務局が要求する場合、登録販売店は、秘密情報及び個人情報の管理状況を事務局に報告するものとする。また、事務局は、登録販売店に対し、事前の書面による通知により、事務局が登録販売店の業務の適正を確認するために必要と認める範囲内において、登録販売店の事業所その他秘密情報及び個人情報の管理場所又は使用場所に立ち入り、関連する書類等の提出を求める等秘密情報及び個人情報の管理等の情報セキュリティ監査を行うことができるものとする。
６事務局及び登録販売店は、秘密情報又は個人情報の漏洩等の事故が発生し、又は発生したおそれのあることを知った場合、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、直ちにその旨を相手方に報告し、事務局と登録販売店が協議の上、適切な措置を講じるものとする。
７事務局及び登録販売店は、前項の事故について、事故を引き起こした責任がいずれにあるかを協議の上、確定するものとする。

第14条　専属的合意管轄裁判所
本事業に関して、事務局と登録販売店又は登録販売店になろうとする者との間に生じた紛争については、鳥取県簡易裁判所又は鳥取地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条　雑則
本規約に定めるもののほか、業務の実施に必要な事項については、マニュアル等に定めるものとする。
